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新水道ビジョン策定検討会開催要領

１．趣旨

水道ビジョンについては、平成 16 年６月に策定、平成 20 年７月に改

訂し、我が国の水道が果たすべき役割と目標を定め、その達成に向けた

取組を行ってきているところであるが、策定から 7 年が経過し、水道を

取り巻く環境にも変化が生じてきていることを受け、取組の内容につい

て見直しの必要が生じている。

このような背景をふまえ、現行の水道ビジョンの進捗状況のレビュー

を行うとともに、レビューの結果及び近年の水道を取り巻く状況に鑑み、

平成 24 年度中を目途に新たな水道ビジョンを策定する。

この検討のため、厚生労働省健康局長が、有識者・水道事業者・都道

府県衛生部局・水道関係団体・消費者を構成員とした検討会を設置する。

２．検討会の構成員

（１） 厚生労働省健康局長が委嘱し、委嘱期間は平成 25 年３月末日まで

とする。

（２） 座長は第１回検討会において委員中から選出する。

（３） 委嘱期間内に委員の変更が必要となった場合は、厚生労働省健康

局長が他の者に委嘱する。

３．その他

（１） 検討会の庶務は、厚生労働省健康局水道課が行う。

（２） 検討会の召集は、座長と協議の上、厚生労働省健康局長が行う。

（３） 検討会は、原則公開とする。ただし、議事内容により非公開とす

る場合は、開催予定とともに非公開である旨及びその理由を公開する

ものとする。

（４） その他検討会の運営に関して必要な事項は、別途定める。


